	練馬区町会連合会会則
　　　第１章　総則

（名称および事務所）
第１条　この会は、練馬区町会連合会（以下「本会」という。）と称し、事務所を練馬区役所内（練馬区豊玉北六丁目12番１号）に置く。
（組織）
第２条　本会は、練馬区内における町会、自治会および自治活動等を行うマンション等集合住宅の管理組合（以下「地域自治組織」という。）をもって組織する。

　　第２章　目的および事業

（目的）

第３条　本会は、地域自治組織の自主性を尊重し、各地域自治組織の発展と相互の連絡調整を図り、もって区民の生活の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。

（事業）

第４条　本会は、前条の目的を達成するために、つぎの事業を行う。

⑴　各地域自治組織相互の連絡および情報交換に関すること。

⑵　各地域自治組織の育成および発展と民主的精神による正しい運営のための調査研究に関すること。

⑶　各地域自治組織相互の協力関係に関すること。

⑷　地方公共団体その他各種公共団体との協力および連携に関すること。

⑸　区民の生活の向上と福祉の増進に関すること。

⑹　その他本会において必要と認めた事業

　　第３章　会員
（会員）
第５条　本会の会員は、本会の会費を納入した地域自治組織とする。
２　一定の区域内における複数の地域自治組織で構成する連合組織（以下「連合組織」という。）が、当該連合組織に加盟する地域自治組織を代表して会費を納入する（以下「会費一括納入」という。）ときは、当該連合組織に加盟する地域自治組織も会員の資格を有するものとする。
第４章　役員

（役員）
第６条　本会に、つぎの役員を置く。

⑴　会長　１人
⑵　副会長　若干名
⑶　会計　若干名
⑷　監査　若干名
２　会長、副会長、会計および監査（以下「会長等」という。）は、会員の代表者のうちから、総会において選出する。

（役員の任期）
第７条　会長等の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

２　会長等に欠員が生じた場合であって、総会を開催するいとまがないときは、常任理事会において補充の会長等を選出することができる。ただし、この場合においては、つぎの総会にこれを報告しなければならない。

３　欠員によって補充された会長等の任期は、前任者の残任期間とする。

４　会長等は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
（役員の職務）
第８条　会長は、本会を代表し、会務を統括する。

２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときはその職務を代理する。

３　前項の規定により会長の職務を代理する副会長は、常任理事会において決定する。

４　会計は、財務、出納その他の会計事務をつかさどる。

５　監査は、本会の財務に関する事務の執行を監査する。

（顧問および相談役）
第９条　本会に顧問および相談役を置くことができる。

２　顧問および相談役は、常任理事会の推薦により会長が委嘱する。

３　顧問および相談役は、会長の諮問に応じ、または会議に出席して意見を述べることができる。

４　顧問および相談役の任期は、会長等の任期と同様とし、再任を妨げない。

第５章　常任理事

（常任理事）
第10条　本会に、常任理事を置く。

２　常任理事は、加入世帯数が500世帯以上の会員の代表者とする。

（常任理事の任期）
第11条　常任理事の任期は、当該常任理事の属する地域自治組織の定めるところによる。
　　第６章　支部
（支部）

第12条　本会に、支部を設置する。　
２　支部は、原則として練馬区の旧出張所管轄区域（練馬区区民事務所等の設置に関する条例（平成19年10月練馬区条例第62号）による改正前の練馬区の出張所設置に関する条例（昭和31年10月練馬区条例第19条）別表に規定する各出張所の所管区域をいう。）ごとに別表１のとおり構成する。

（支部の所掌事項）

第13条　支部は、つぎの事項を所掌する。
　⑴　本会の会議における決定事項の処理に関すること。

⑵　本会の目的の推進に有用な情報の周知に関すること。

⑶　支部の運営に必要な事項に関すること。

⑷　その他、支部が必要と認めること。
（支部長および副支部長）

第14条　支部に、支部長および副支部長を置く。

２  支部長および副支部長は、支部に属する会員の代表者のうちからの選出を原則とする。

（支部長および副支部長の職務）

第15条　支部長は、支部を代表し、所掌事項を統括する。

２　副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるとき、または支部長が欠けたときはその職務を代理する。
（支部長および副支部長の任期）
第16条　支部長および副支部長の任期は、当該支部に所属する会員の合議により決定する。

第７章　会　議

（会議の種類、招集等）
第17条　本会の会議は、総会、常任理事会、支部連絡会、支部会および役員会とする。

２　本会の会議は、会長が招集する。ただし、支部会においては、会長および支部長が招集する。
３　本会の会議の議長は、会長とする。ただし、支部会の議長は、支部長とする。

（総会）
第18条　総会は、会員の代表者をもって構成する。

２　総会は、定期総会および臨時総会とする。

３　定期総会は、毎年１回開催し、臨時総会は会長が必要と認めたとき、または会員の総数の５分の１以上の者から請求があるときに開催するものとする。

（総会議決事項）
第19条　総会は、つぎに掲げる事項を審議し、決定する。

⑴　会則を改定すること。

⑵　予算を定め、決算を認定すること。

⑶　毎年度事業計画を策定すること。

⑷　会長等を選出すること。

⑸　その他、本会の運営に関する特に必要な事項
（常任理事会）
第20条　常任理事会は、会長等、常任理事、支部長および副支部長をもって構成する。

２　常任理事会は、総会に準じて、会の運営に関する重要な事項を審議し、決定する。

３　会長は、必要があるときは、常任理事会に第１項に掲げる者以外の者の出席を認めることができるものとする。

（会員の議決権）
第21条　会員の代表者は、総会において、それぞれ１箇の議決権を有する。
２　常任理事は、常任理事会において、それぞれ１箇の議決権を有する。

３　前２項の規定にかかわらず、連合組織が会費一括納入をしているときは、連合組織の代表者が１箇の議決権を有し、当該連合組織に加盟する各地域自治組織の代表者は議決権を有しない。ただし、会費一括納入をしている連合組織に加盟する地域自治組織が、個別に会費相当額を納入する場合は、この限りでない。

４　議決権を有する会員の代表者または常任理事が、やむを得ない理由のため総会または常任理事会に出席できないときは、会員の代表者または常任理事の属する地域自治組織内の役員を代理人として議決を委任することができる。
（総会および常任理事会の議事）

第22条　総会および常任理事会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、出席者の数は、会議の運営に支障なき数と会長が認めた場合を通例とする。
（支部連絡会）
第23条　支部連絡会は、会長等および支部長をもって構成する。
２　支部連絡会は、本会および支部の運営に関する必要な事項を審議し、会長等および支部長または各支部長相互の連絡、調整および情報交換を行う。
３　会長は、必要があるときは、支部連絡会に第１項に掲げる者以外の会員の出席を認めることができるものとする。

（支部連絡会の開催）
第24条　支部連絡会は、定期会および臨時会とする。

２  定期会は、毎年２回程度開催し、臨時会は、会長が必要と認めたときに開催するものとする。
（支部会）
第25条　支部会は、支部長、副支部長および当該支部に属する地域自治組織をもって構成する。
２　支部会は、支部の所掌事項を審議し、当該支部に属する地域自治組織相互の連絡、調整および情報交換を行う。
３　支部長は、必要があるときは、支部会に第１項に掲げる者以外の会員の出席を認めることができるものとする。

（支部会の開催）
第26条　支部会は、定期会および臨時会とする。
２　定期会は、支部連絡会の開催後、毎年２回程度開催し、臨時会は支部長が必要と認めたときに開催するものとする。

（役員会）
第27条　役員会は、会長等をもって構成する。
２　役員会は、総会および常任理事会に提出する議案、支部連絡会の議題および会の運営に関する重要な事項を審議する。
３　役員会は、本会の執行機関として、総会および常任理事会の決定事項を執行処理する。
４　会長は、必要があるときは、役員会に第１項に掲げる者以外の会員の出席を認めることができるものとする。
（役員会の開催）
第28条　役員会は、定期会および臨時会とする。

２　定期会は、毎年11回程度開催し、臨時会は、会長が必要と認めたときに開催するものとする。
第８章　会計

（経費）
第29条　本会の経費は、会費および寄付金その他の収入をもって充てる。

２　会費の額、徴収方法等は、別表２のとおりとする。

（会計年度）
第30条　会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。

２　財務運営については、この会則で定めるもののほか、常任理事会で審議し、決定する。
第９章　雑則
（弔慰）
第31条　会員の代表者および本会に特に関係のある者の逝去に対しては、弔慰を表するものとし、その実施に関しては役員会の意見に基づき会長がこれを行うものとする。

（委任）
第32条　この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、役員会が定める。ただし、この場合においては、つぎの総会においてこれを報告しなければならない。

　　　付　則

　この会則は、昭和35年６月１日から施行する。

付　則（平成２年５月29日総会決定）
この会則は、平成２年５月29日から施行する。

付　則（平成19年５月31日総会決定）
この会則は、平成19年５月31日から施行する。

付　則（平成21年５月29日総会決定）
この会則は、平成21年５月29日から施行する。

付　則（平成22年５月28日総会決定）
この会則は、平成22年５月28日から施行する。

付　則（平成23年５月31日総会決定）
この会則は、平成23年５月31日から施行する。
付　則（平成30年５月23日総会決定）
この会則は、平成30年５月23日から施行する。
　　付　則（令和３年５月18日総会決定）
この会則は、令和３年５月18日から施行する。
　　付　則（令和７年５月13日総会決定）
この会則は、令和７年５月13日から施行する。
付　則（令和８年５月13日総会決定）
この会則は、令和８年５月13日から施行する。

別表１  別紙１のとおり

別表２　別紙２のとおり


